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本マニュアルの活用にあたって

　都では、平成９年８月、大規模地震災害などが発生した場合において、透析医療機関が迅速

かつ的確な透析医療を行うための標準的な活動を示すものとして、「災害時における透析医療

活動マニュアル」を作成し、平成13年３月には改訂を行いました。

　平成16年10月に発生した新潟中越地震では、被災地区で透析医療を担う11医療機関のうち、

３施設がライフラインの停止、設備の損傷などの被害を受け、透析ができなくなりました。し

かし、地域内の透析施設の医師やスタッフ、他の地域の透析施設の関係者などの連携で、患者

さんなどへの連絡、他の施設への搬送、或いは自施設での透析再開への取り組みなど、懸命な

努力がなされ、患者さんの透析を無事確保できたと聞きます。

　新潟中越地震は、山間部で発生していますので、東京で想定される都市直下型地震とは、そ

の災害特性、地域性など違いはありますが、今後の東京都の災害時における透析医療の教訓と

なるものもあります。

　今般、その教訓を活かすため、東京都特殊疾病対策協議会腎不全対策分科会（会長　杏林大

学学長  長澤俊彦氏）でご協議いただき、マニュアルの改訂を行いました。

　改訂にあたっては、都内医療機関が主導する日本透析医会三多摩腎疾患治療医会災害時ネッ

トワークや東京都区部災害時透析医療ネットワークとの連携による情報連絡体制や、透析患者

さんの平常時からの心構えなど、より実践的な活動につながるように記載内容を充実しました。

　今後とも、本マニュアルを参考として、透析施設規模や地域事情を勘案して、各透析医療機

関が、独自に「災害時における透析活動マニュアル」を作成されますようお願い申し上げます。




